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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人石膏

ボード工業会（GBAJ）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格

を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格

である。これによって，JIS A 6901:2009 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，平成 27 年 9 月 21 日までの間は，工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS A 6901:2009 によることができる。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本工業規格          JIS 
 A 6901：2014 
 

せっこうボード製品 

Gypsum boards 

 
1 適用範囲 

この規格は，主に建物の壁及び天井に用いる，下地材及び仕上げ材のせっこうボード製品（GB）につい

て規定する。 

この規格で規定する GB とは，主原料のせっこうを芯として，その両面及び長さ方向（成型時の流れ方

向）の側面をせっこうボード用原紙で被覆した板をいう。 

なお，吸音用あなあきせっこうボード（GB－P）は，JIS A 6301 による。 

注記 技術上重要な改正に関する新旧対照表を，附属書 B に示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 1321 建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法 

JIS A 1408 建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法 

JIS A 1412-2 熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第 2 部：熱流計法（HFM 法） 

JIS A 1420 建築用構成材の断熱性測定方法－校正熱箱法及び保護熱箱法 

JIS A 6301 吸音材料 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 1605 シース熱電対 

JIS K 7102 着色プラスチック材料のカーボンアーク燈光に対する色堅ろう度試験方法 

JIS L 0804 変退色用グレースケール 

 

3 概要 

GB は，その用途によって，種類，寸法，厚さ及び側面形状を特定する。GB の使用例としては，建物の

壁，天井の下地材，仕上げ材，防火構造・準耐火構造・耐火構造，遮音構造の構成材料などがある。GB

は，くぎ，ねじ（スクリュー），ステープル，せっこう系の接着剤，他の接着剤，はめ込み格子式の金具，

クリップなどを用いて留める。 

なお，GB に用いる原料は，含有する成分の管理を行い，また，製品に有害な影響を与えるものであっ

てはならない。 

 


